
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 0 6

件 名 等 横川ダム電気設備保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区馬場字滝地内外

種 類 業務委託
約

【電気設備保守点検業務】

横川ダム監視局１箇所、横川ダム警報局５箇所、横川ダム観測局３箇所、
内

横川ダム観測警報局３箇所、横川ダム直流電源装置１基、

気象観測装置１基、埋設計器１基、地震計２基、プラムライン１基、水位計２基
概 要

容

株式会社有電社　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　宇田　克次

方 宮城県　仙台市　青葉区二日町１８番２５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は横川ダムの電気設備保守点検業務である。点検業務には当該業者が開発施工した既存装置との互換性

及び特殊器具を必要とするため他社での履行はできないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２

号により随契契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 0 7

件 名 等 高の倉ダム電気設備保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区高倉字細倉地内外

種 類 業務委託
約

【電気設備保守点検業務】

高の倉ダム監視局１箇所、高の倉ダム警報局２箇所、高の倉ダム観測局２箇所、
内

高の倉ダム観測警報局２箇所、高の倉ダム入出力処理装置１基、

気象観測装置１基、埋設計器１基、地震計２基、水位計２基
概 要

容

株式会社カナデンエンジニアリング　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 取締役支店長　赤間　亨

方 宮城県　仙台市青葉区　上杉一丁目１７番７号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は高の倉ダムの電気設備保守点検業務である。当該業者は本施設の電気設備施工業者であり現場に精通

している。また、点検時には特殊器具を必要とするため他社での履行はできないことから、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第２号により随意契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 5 0

件 名 等 小高小学校ポンプ室災害復旧工事設計業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区関場一丁目地内

種 類 業務委託
約

設計業務

内
災害復旧設計業務

・小高小学校ポンプ室
概 要

　鉄筋コンクリート造　平屋　19.05㎡容
　ポンプ室復旧に伴う設備改修

株式会社平木建築設計事務所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　沼邉　衛

方 福島県　福島市　矢剣町８番２４号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件は、令和４年３月１６日に発生した福島県沖地震により損傷した小高小学校ポンプ室の早期復旧を目的と

した設計業務である。

　令和４年７月の水道検針において漏水の可能性が指摘され、給水系統を精査していたところポンプ室の傾きを
随

覚知した。当該業務については、施設使用制限による学校運営への影響を鑑み、早急に復旧設計を行う必要があ

り、通常の競争入札に付す時間的余裕がないことから随意契約するものである。意
　当該業者については、小高小学校ポンプ室の設計事業者であり、施設構造を熟知しているとともに確実な履行

が見込まれることから、契約の相手方として選定するもの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 5 5

件 名 等 緊急浚渫推進事業浚渫（普通河川西ノ沢川外）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区上栃窪字花和地内外

種 類 業務委託
約

浚渫（河川）

　西ノ沢川　一式
内

　川子迫川　一式

　金沢川　　一式
概 要

　大穴川　　一式容
　大沢川　　一式

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、市内の準用・普通河川内の堆積土砂及び繁茂樹木の撤去を行う業務である。今回、業務を実施す

る５河川は市内各区に点在し、各河川において地元調整、仮設、土砂浚渫、運搬、残土処理など、一連の作業を

渇水期である冬期に行うことから、気象状況を踏まえながら短期間で作業を行う必要がある。
随

　当該業者は、数多くの市内業者で構成されており、作業員や重機の確保が出来ること、また現場の状況、気象

状況などの変化にも即時対応出来ることなど、本業務を遂行出来るのは当該業者のみであるため、随意契約とす意
るものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 8 1

件 名 等 浦尻貝塚史跡公園ガイダンス施設実施設計業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区浦尻字南台地内外

種 類 業務委託
約

実施設計

ガイダンス施設
内

　・鉄筋コンクリート造　平屋

　・１８０㎡≒（延床面積）
概 要

　・所要室：基本設計図による容
トイレ棟

　・鉄筋コンクリート造　平屋

　・４５㎡≒（延床面積）

ランドブレイン株式会社　郡山事務所
名 称

相

手 代 表 者 事務所長　黒川　朋広

方 福島県　郡山市　長者一丁目７番２０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

 本業務は浦尻貝塚史跡公園整備事業として、史跡指定地外に設置するガイダンス施設・トイレ建設に伴う実施

設計業務である。本業務は、展示、ガイダンスを行うなど史跡公園の見学の起点となり、維持管理を含めた史跡

公園運営の拠点となる施設の設計であるため、史跡の特質、史跡公園としての運営・公開手法等を熟知し、史跡
随

公園整備事業の課題を踏まえた設計業務が必要である。

 当該業者は、令和元年度に公園整備基本設計、令和２年度に貝層展示施設実施設計、令和３年度にガイダンス意
施設基本設計・公園実施設計を実施した業者であり、史跡の整備事業設計業務について実績を有するとともに、

本業務の内容を熟知していることから当該施設整備にかかる保存活用の趣旨を的確に捉え、確実に履行できるの契
は当該業者のみであるため随意契約としたい。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 8 6

件 名 等 ふくしま森林再生事業　森林整備等（小高２３林班外）総合監理業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区吉名地内外

種 類 業務委託
約

下記の森林整備等の総合監理業務委託

森林整備　　　　Ａ＝５８．５４ｈａ
内

　（内訳）　　（除伐）　　1.74ｈａ

　　　　　　　（間伐）　 31.34ｈａ
概 要

　　　　　　（更新伐） 　25.46ｈａ容

放射性物質拡散防止対策

　　　　　　　丸太筋工　Ｌ＝666ｍ

福島県森林組合連合会
名 称

相

手 代 表 者 代表理事会長　田子　英司

方 福島県　福島市　中町５番１８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、ふくしま森林再生事業　森林整備等（小高２３林班外）業務委託の総合監理業務である。

　当該業務においては、年度別事業実施計画の作成業者（福島県森林組合連合会）が森林整備等の設計内容を熟

知しており、最も効率的に業務を行うことができるため、当該業者と随意契約するもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 9 3

件 名 等 社会資本整備総合交付金事業　測量設計（西殿京塚線）業務委託（その２）

契 履行場所 南相馬市原町区上高平字竹下　地内外

種 類 業務委託
約

測量設計延長　L= 30 m

　測量業務　　　　　現地測量　　　N= 1 式
内

　　　　　　　　　　路線測量　　　L= 0.03 km

　用地測量業務　　　資料調査　　　A= 0.25 ha
概 要

                    面積計算　　　A= 0.03 ha容
　設計業務　　　　　道路詳細設計　L= 0.03 km

株式会社第一開発コンサルタント
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　小早川　明彦

方 南相馬市　原町区大木戸字南原３６番地の１５
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、令和３年度に別途発注している市道西殿京塚線に係る測量設計及び用地測量業務区域に連接する

区間の測量設計業務である。

　当該業者は既発注済みの測量設計業務及び用地測量業務の受注業者であり、設計内容及び現地状況等を十分に
随

把握しているため、業務の連続性を確保しつつ効率的に履行できるのは当該業者のみであることから随意契約す

るもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 4 8

件 名 等 令和４年度浦尻貝塚史跡公園実施設計業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区浦尻字南台地内外

種 類 業務委託
約

設計業務委託

　　公園設計
内

　　　排水路　L=0.20ｋｍ

　　　園　路　L=0.23ｋｍ
概 要

　　　造　成（平坦地）　１箇所容
　　　造　成（丘陵地）　１箇所

ランドブレイン株式会社　郡山事務所
名 称

相

手 代 表 者 事務所長　黒川　朋広

方 福島県　郡山市　長者一丁目７番２０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

  本業務は浦尻貝塚史跡公園整備事業として、史跡内園路整備、排水施設ならびに公開活用のための造成工事等

の設計業務であり、当該史跡の発掘調査状況、特質を熟知し、史跡公園整備事業の運営課題を踏まえることが必

要である。
随

  当該業者は、令和元年度に公園整備基本設計、令和２年度に貝層展示施設実施設計、令和３年度にガイダンス

施設基本設計・公園実施設計を実施した業者であり、史跡の整備事業設計業務について実績を有するとともに、意
本業務の内容を熟知していることから史跡公園整備にかかる保存活用の趣旨を的確に捉え、確実に履行できるの

は当該業者のみであるため随意契約としたい。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。
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